
関東学院大学情報学部履修規程 
（２０２６年２月２６日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、関東学院大学学則（以下「学則」という。）に基づき、情報学部（以下「学部」

という。）における履修に関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 学部における学修については、学則によるもののほか、入学年度のこの規程の規定によることを

原則とする。 

 （授業科目の区分） 

第２条 授業科目は、共通科目及び専門科目で構成し、開設する授業科目及び単位数は、授業科目配

当表の定めるところによる。 

２ 共通科目は、教養科目、保健体育科目及び外国語科目に区分する。 

３ 専門科目は、専門基礎科目及び専門応用科目に区分する。 

 （授業科目の必選別） 

第３条 授業科目は、必修科目、選択必修科目及び選択科目に区別する。 

２ 必修科目は、必ず履修しなければならない。 

３ 選択必修科目は、選択の上、履修しなければならない。 

４ 選択科目は、任意に選択して、履修することができる。 

 （単位） 

第４条 授業科目の単位数は、学則第１０条の定めるところによる。 

 （履修登録） 

第５条 学生は、その年度に履修しようとする全ての授業科目を「履修登録届」又は「Ｗｅｂ履修シ

ステム」を用いて、原則として所定の期日までに登録を完了しなければならない。この場合におい

て、春学期の授業科目にあっては、授業期間の３分の１を経過したときは、登録を認めることがで

きない。 

 （履修登録科目の変更） 

第６条 学生は、前条により登録した秋学期授業科目（学部が指定する授業科目を除く。）の登録を「履

修登録届」又は「Ｗｅｂ履修システム」を用いて変更することができる。この場合において、授業

期間の３分の１を経過したときは、変更を認めることができない。 

 （履修登録単位数の上限） 

第７条 学生が各学期に履修登録できる単位数の合計は、それぞれ２４単位以内とする。ただし、別

に定める授業科目及び諸課程等開講科目の単位数を除く。 

 （履修登録の取消し） 

第８条 学生は、学部が指定する授業科目を除き、春学期及び秋学期に期日を定めて履修登録科目の

取消しをすることができる。この場合において、履修登録の取消しをした授業科目の代わりに他の

授業科目を履修登録することはできない。 

 （クラス指定科目の履修） 

第９条 学生は、クラス指定のある授業科目について、指定クラス以外のクラスを履修することがで

きない。ただし、再履修の場合は、この限りでない。 

 （重複履修登録の禁止） 

第１０条 学生は、同一授業時間に２科目以上の授業科目を重複して履修登録することができない。

（履修登録人数制限） 

第１１条 学部が指定する授業科目に限り、履修登録人数を制限することがある。この場合において、

学生は、履修登録前の指定日時に予備登録をしなければならない。 

 （単位の認定） 

第１２条 履修登録科目の単位認定は、別に定める「関東学院大学試験規程」に基づき、試験によっ

て行う。ただし、授業期間中の成績をもって試験に代えることがある。 

２ 出席回数が、授業回数の３分の２を満たさない場合は、その授業科目を不可とすることがある。 

３ 学生は、一度修得した授業科目を再履修することができない。 

 （成績の評価） 

第１３条 試験の成績は、「秀（Ｓ）」「優（Ａ）」「良（Ｂ）」「可（Ｃ）」及び「不可（Ｆ）」の評語をも

って表し、「可」以上を合格として単位の修得を認める。  

 （ＧＰＡの算出） 

第１４条 ＧＰＡは、成績評価の評語のうち、「秀」を４、「優」を３、「良」を２、「可」を１、「不可」 



を０に換算した数値をそれぞれの評価点とし、各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た数値

の合計を履修登録科目の総単位数で除して算出する。 

２ 前項の算出においては、成績評価の評語が「認」又は「合」の科目、諸課程開講科目（第３１条

第２項に定める科目を除く。）及び第８条に該当する科目の単位数は含めない。 

（成績の質問） 

第１５条 学生は、成績表の評価に疑義がある場合は、成績表配付の日から２週間以内に、教務課へ

申し出るものとする。 

（卒業研究基礎Ⅱの履修資格） 

第１６条 学生は、卒業研究基礎Ⅱを履修する場合においては、卒業研究基礎Ⅰの単位を修得済みで、

かつ、履修開始時（第６セメスター以降に限る。）に７４単位以上修得していなければならない。 

（卒業研究Ⅰの履修資格） 

第１７条 学生は、卒業研究Ⅰを履修する場合においては、卒業研究基礎Ⅱの単位を修得済みで、か

つ、履修開始時（第７セメスター以降に限る。）に９８単位以上（諸課程開講科目（第３１条第２項

に定める科目を除く。）の単位を除く。）修得していなければならない。 

 （卒業研究Ⅱの履修資格） 

第１８条 学生は、卒業研究Ⅱを履修する場合においては、卒業研究Ⅰを修得していなければならな

い。 

（卒業の要件） 

第１９条 ４年（８セメスター）以上在学し、別表に定める卒業要件を満たした学生に、情報学部教

授会（以下「教授会」という。）の議を経て卒業と認め、関東学院大学学位規則の定めるところによ

り学士の学位を授与する。ただし、自由科目の単位は、卒業要件に算入しない。 

２ 学則第９条の２第２項に規定する授業の方法により修得した単位については、６０単位を超えな

いものとし、超えた場合は自由科目とする。 

（他学部の履修） 

第２０条 学生は、他学部が指定する他学部の授業科目を履修する場合においては、「履修登録変更届」

又は「Ｗｅｂ履修システム」を用いて、所定の期日までに登録することができる。ただし、指定さ

れていない授業科目の履修を希望する場合には、所定の他学部受講願を教務課に提出し、当該学部

の許可を得なければならない。 

２ 他学部で修得した授業科目の単位は、所定の基準によって、学部の単位として認定する。 

（副専攻課程の受講等） 

第２１条 学生は、他学部が設置する副専攻課程を受講し、当該副専攻課程に設けられる授業科目を

履修することができる。 

２ 副専攻課程で修得した単位は、学部が指定する基準に基づき、学部の単位として認定する。 

（理工学部サブプログラム課程の受講等） 

第２２条 学生は、理工学部が設置するサブプログラム課程を受講し、当該サブプログラム課程に設

けられる授業科目を履修することができる。 

２ 理工学部サブプログラム課程で修得した単位は、学部が指定する基準に基づき、学部の単位とし

て認定する。 

 （復学・転部及び再入学生の履修） 

第２３条 休学者が復学する場合の履修については、原則として入学年度の履修規程を適用する。 

２ 転部生又は再入学生の履修については、原則として転入年次又は再入学年次の履修規程を適用す

る。 

 （編入学生の履修） 

第２４条 編入学生の履修については、編入学年次の履修規程による。 

 （編入学生の既修得単位の認定） 

第２５条 編入学生が、編入学前に学校等で修得した単位（科目等履修生等として修得した単位を含

む。）は、別に定める基準により学部の単位に換算し、これを認定する。 

 （他の大学における授業科目の履修等） 

第２６条 横浜市内大学間単位互換協定大学で、単位互換履修生として授業科目を履修し修得した単 

 位については、学部の単位として認めることができる。 

２ 自主選択科目として認める単位数は、別表のとおりとする。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第２７条 文部科学大臣の定めるところにより、技能審査等の認定評価については、別に定める一覧



表及び認定基準に基づき、学部の履修科目として単位認定することができる。 

 （新入生の既修得単位の認定） 

第２８条 大学若しくは短期大学を卒業若しくは中途退学した学生又は科目等履修生が、学部に入学

した場合の既修得単位は、学部の履修科目として単位認定することができる。 

２ 関東学院大学と教育交流を行う高等学校の生徒が、本学特別履修生として修得した科目は、学部

の履修科目として単位認定することができる。 

３ 前２項の単位の認定は、入学年度の４月に行う。 

４ 単位の認定を希望する学生は、所定の期日までに教務課に申し出なければならない。 

 （留学により修得した単位の認定） 

第２９条 学生が、別に定める「学生の外国留学に関する規程」に基づき、留学により修得した単位

は、学部の履修科目として単位認定することができる。 

 （認定単位の上限） 

第３０条 前４条の認定単位は、合わせて６０単位を超えないものとする。 

 （教職課程の授業科目） 

第３１条 教育職員免許法に基づく教職課程の授業科目の履修については、別に定める。 

２ 教職課程開講科目（教職に関する科目）の単位は、各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

の科目に限り、卒業要件単位数に算入する。 

 （図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程の授業科目） 

第３２条 図書館法及び学校図書館法に基づく図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程の授業科

目の履修については、別に定める。 

２ 前項に定める授業科目は、卒業要件単位数に算入しない。 

 （規程の改廃） 

第３３条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

 この規程は、２０２６年４月１日から施行する。 
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2 専門応用科目「プログラミング」分野の選択必修科目から

16 各コース必修科目

6 専門応用科目から

教養科目の選択科目（登録必須科目含む）又は保健体育科目から

「総合英語（リーディング）」「総合英語（ライティング）」

「データ構造とアルゴリズムⅠ」

専門応用科目の必修科目

専門基礎科目から

専門基礎科目数学分野の選択必修科目から

総　　計 計１２４単位

専門応用科目、理工学部サブプログラム科目又は副専攻科目から（注1参照）

専門科目合計 計８８単位

自 主 選 択 科 目 8
上記の卒業要件を超えて修得した情報学部設置科目、他学部受講科目、各教科の指導
法（情報通信技術の活用を含む。）又は横浜市内大学間単位互換履修科目

64

専
門
科
目

専 門 基 礎 科 目

14

「ＫＧＵ情報基礎演習」「情報数学」「情報システム論」

「ソフトウェア工学」「情報理論」「コンピュータアーキテクチャ」

「データ構造とアルゴリズムⅠ」

専門基礎科目から

専 門 応 用 科 目

専門応用科目の必修科目

専門応用科目「プログラミング」分野の選択必修科目から

各コース必修科目

専門基礎科目数学分野の選択必修科目から

24

英語又はその他の外国語科目の選択必修科目から同一語科目

「キリスト教学」「キリスト教学（技術者としての倫理）」

「情報学基礎セミナー」「情報学基礎プロジェクト」

教養科目の選択科目（登録必須科目含む）又は保健体育科目から

共通科目合計 計２８単位

共通科目合計 計１８単位

別表

情報学部情報学科卒業要件表

区　　分
必要最低
単位数

備　　考

共
通
科
目

教 養 科 目
保 健 体 育 科 目

20
8

外 国 語 科 目 8
4

「総合英語（リーディング）」「総合英語（ライティング）」

「総合英語（リスニング）」「総合英語（オーラルコミュニケーション）」

専
門
科
目

区　　分
必要最低
単位数

備　　考

共
通
科
目

外 国 語 科 目 8
4

「情報学基礎セミナー」「情報学基礎プロジェクト」
教 養 科 目
保 健 体 育 科 目

10
8

「キリスト教学」「キリスト教学（技術者としての倫理）」

「総合英語（リスニング）」「総合英語（オーラルコミュニケーション）」

英語又はその他の外国語科目の選択必修科目から同一語科目

専門科目合計 計７２単位

専 門 基 礎 科 目

72

16

「KGU情報基礎演習」「情報数学」「情報システム論」

専 門 応 用 科 目

「ソフトウェア工学」「情報理論」「コンピュータアーキテクチャ」



10

20

スポーツインスティテュート科目合計

スポーツインスティテュート科目 30
基礎科目から

基礎科目及び関連科目から

計３０単位

自 主 選 択 科 目 4
上記の卒業要件を超えて修得した情報学部設置科目、他学部受講科目、各教科の指導
法（情報通信技術の活用を含む。）又は横浜市内大学間単位互換履修科目

総　　計 計１２４単位


